




（※２） 「外国人登録証明書」が「在留カード」･「特別永住者証明書」とみなされる期間

【 在留カードとみなされる期間 】 【 特別永住者証明書とみなされる期間 】

（※３）「外国人登録原票の記載事項証明書」は、地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。

（※１） 住民票が作成される外国人と住民票の記載事項

※外国人登録法において登録事項とされていた国籍の属する国における住所又は居所、出生地、職業、旅券番号などの情報は住民票には記載されません。

下の表に記載されている４つの区分に該当する人で、住所を有する外国人については住民票を作成することになります。また、日本人と同様に住民票には、①氏名・世帯主の氏
名及び続柄②出生の年月日③男女の別④住所⑤国民健康保険や国民年金などの被保険者に関する事項などが記載されます。その他、外国人住民特有の記載として、「①国籍・地域
②外国人住民となった年月日」があります。さらに、各区分に応じてそれぞれ下記の事項が記載されます。

３



「在留カード」及び「特別永住者証明書」（以下「在留カード等」といいます。）の漢字氏名表記に

ついて

○ 在留カード等の氏名は、原則としてアルファベットによる表記となりますが、漢字による表記を

希望した場合には、アルファベットに併せて、漢字により表記をすることができます。

○ 在留カード等に記載される外国人の漢字氏名については、「在留カード等に係る漢字氏名の表記

等に関する告示」（平成23年法務省告示第582号）に基づき、正字（ＪＩＳ（日本工業規格）、

法務省告示別表で定める漢字）で記載されることとなります（外国人住民の住民票の氏名につい

ては、在留カード等に記載される氏名が記載されることから、住民票の写しや住民票記載事項証

明書（以下「住民票の写し等」といいます。）の氏名も同様の表記となります。）。

○ そのため、在留カード等や住民票の写し等に記載される氏名の漢字表記が、旅券、従来の外国人

登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書その他の本人確認書類に

記載される簡体字等（中国簡体字、台湾繁体字等で字形が正字と一致しないもの）による氏名の

表記と異なることがあります。簡体字等による氏名は、旅券や、在留カード等の交付の際に外国

人登録証明書の返還を受けた場合は、当該外国人登録証明書によって確認することができます

（詳細は別添資料２のとおり）。

なお、正字での記載については、表記上の置換を行ったものであり、氏名を変更するものではあ

りません。
４








